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（畑作物共済の概要）

１　沿革　（１）試験実施期間（法律昭和４８年）：昭和４９年産 ～ ５３年産

　　　　　（２）本格実施　　（法律昭和５３年）：昭和５４年産 ～ 現在

　　　　　　　　ただし、平成１３年産から畑作物共済に統合された蚕繭共済は、昭和

　　　　　　　２３年産より引受

２　共済目的の種類（畑作物共済の対象品目）

　　ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、茶、スイートコーン、

　たまねぎ、かぼちゃ、ホップ及び蚕繭の１２種類

３　共済目的の種類等の引受方式とその内容

全相殺方式

一筆方式

半相殺方式

全相殺方式

半相殺方式

半相殺方式

全相殺方式

全相殺方式

半相殺方式

災害収入共済方式

全相殺方式

全相殺方式

全相殺方式

全相殺方式

全相殺方式

　　（用語の説明）

　　１）共済目的の種類等：共済目的の種類を品種、栽培方法、加工用途等で細分した

　　　　　　　　　　　　　区分

　　２）一筆方式：耕地一筆単位で一定以上の収量減を補償する方式

　　３）半相殺方式：農家単位で被害耕地の一定以上の収量減を補償する方式

　　４）全相殺方式：農家単位で全耕地の一定以上の収量減を補償する方式

　　５）災害収入共済方式：農家単位で収量減が発生したときに生産金額の一定以上の

　　　　　　　　　　　　　減少を補償する方式（平成７年産より試験実施）

引受方式

３割
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４　共済掛金及び国庫負担割合

　　共済掛金＝共済金額×共済掛金率　　（国庫は共済掛金の５５％を負担）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ただし、蚕繭は５０％

５　引受実績

（１）共済金額の推移

（２）引受県数、引受農家数、引受面積、共済金額及び同シェア（平成１３年産）
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６　金額被害率の推移（全国平均）

（単位：％）

（注）平成１２年産までの畑作物共済については、蚕繭を含んでいない。
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（畑作物共済の共済掛金標準率等の算定の考え方）

１　実施体制及び責任分担

（１）実施体制

　　　畑作物共済は、基本的には、農家と直接に共済関係を結ぶ組合等､都道府県段階

　　で保険を行う連合会及び全国段階で再保険を行う政府の三段階で実施されている。

　　　なお、特定組合については、組合及び政府の二段階で実施されている。

　　（特定組合以外の組合等の場合：三段階）

　　（特定組合の場合：二段階）

（２）三段階制における責任分担（都道府県単位の保険設計）

（備考）特定組合については、組合等部分と連合会部分を単純に併せた部分が特定組合

　　　の責任となる。

(保険関係)

(共済関係)

共済金

共済掛金

(共済関係)

保険料

農家 組合等

再保険金

共済掛金

　←通常標準被害率（ｑ）

農家

政府(再保険関係)

異常災害部分

(保険関係)

保険金

共済金 保険金

政府

保険料 再保険料

連合会

組合等

通常災害部分

組
合
等

連
合
会

政府

連合会

90%又は80%
5% 95%

保険金額

共済金額

10%又
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（３）不足率の概念図

↑

　（注１）再保険区分は、輸作体系等で関連する共済目的を合わせて再保険に付す区分。

　（注２）再保険区分別の被害率は、連合会ごとの金額被害率（共済金／共済金額）を

　　　　基に算定される被害率を、再保険区分別に修正した被害率。

　（注３）通常災害部分の連合会の手持保険料＝（受取保険料－支払再保険料）－異常

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　災害部分の連合会の手持保険料

（４）通常標準被害率（ｑ）の算定式

　　ア　不足率の基礎条件

　　　　不足率の割合　　：　（ｑ－ｐ１）／ｑ　＝　０.２５　・・・①

　　　　不足率の絶対水準：　　　　　ｑ－ｐ１　＝　１.０　　・・・②

　　イ　２つの式の合成

　　　　①式をウエイト１で変換すると　　ｐ１　＝　０.７５　　ｑ

　　　　②式をウエイト３で整理すると　３ｐ１　＝　３　　　 　ｑ － ３.０

　　　　２つの式を合計すると　　　　　４ｐ１　＝　３.７５　　ｑ － ３.０

　　　　両辺を４で割ると　　　　　　　　ｐ１　＝　０.９３７５ｑ － ０.７５

　　　　ｑの係数を丸めると　　　　　　　ｐ１　＝　０.９    ｑ － ０.８

異常災害部分

通常災害部分

金
額
被
害
率

不足率部分
ｑ－ｐ１

通常標準被害率（ｑ）

再保険区分別の被害率(d'h)の
うち、ｑ以下の率の平均値＝ｐ１

通常災害部分の連合会手持保険料に
相当

連合会の通常災害部分に
おける支払責任の上限

↓

- 5 -



（５）共済掛金標準率の算出手順

安全率Ｓ

通常標準
被害率ｑ

再保険料基礎率
(Ps＝ｑ超の平均)

共済目的の種類ごとの20年間の被害率(dh) 被害率の平均（d）
一次共済掛金標準率

１Ｐ＝d＋Ｓ

畑作物再保険区分ごとの20年間の被害率(d'h) ｑ以下の平均 標準偏差 安全率
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（６）畑作物共済の共済掛金率のフローチャート

　（注１）類区分：共済目的の種類を品種、栽培方法、加工用途等で細分した区分。

　（注２）二次共済掛金標準率：一次共済掛金標準率を類区分別の共済金額ウエイトに応

　　　　　　　　　　　　　　　じて配分した掛金率。

　（注３）危険階級：被害の発生実態に応じて都道府県の区域を幾つかに分けた区域。

　（注４）基準共済掛金率：二次共済掛金標準率を危険階級別の共済金額ウエイトに応じ

　　　　　　　　　　　　　て配分した掛金率。

　（注５）危険段階別共済掛金率：共済掛金率を組合等一律ではなく、農家又は地域の被

　　　　　　　　　　　　　　　　害実態に応じて算定される掛金率。基準共済掛金率を

　　　　　　　　　　　　　　　　危険段階別の共済金額ウエイトに応じて配分する。

危険段階別(Ｐik)

（第３段階）

一次共済掛金標準率(１Ｐ＝d＋Ｓ)

（第２段階）

主たる計算

（第１段階）

データ整理

安全率(Ｓ) (ｑ)超の平均(d'２)

二次共済掛金標準率(２Ｐi)：類区分別

再保険区分ごと
の被害率 (d'h)

被害率の平均(d)

再保険料基礎率(Ps)

共済掛金率

基準共済掛金率(Ｐij)：危険階級別

主な算出段階
共済目的の種類ごと 再保険区分ごと

過去20年間の金額被害率

年次別の被害率(dh)

通常標準被害率(ｑ)

算出のフローチャート

地域別等
の再計算

- 7 -



（参考）

○　畑作物共済の共済目的の種類等（類区分）

　　同一の共済目的の種類に属する作物であっても、品種､栽培方法等によって収穫時期、

　価格、被害の発生態様に差異があることから、これらの差異が大きい５作物について、

　品種又は栽培方法等に応じて類区分を定めている。

（１）ばれいしょ　　　１類　～　８類 （４）茶　　　　　　　１類　～　６類

（２）大豆　　 （予定 １類　～　２類） （５）スイートコーン　１類　～　２類

（３）いんげん　　　　１類　～　３類 （６）蚕繭　　　　　　１類　～　３類

　（例）

春植えであり、かつ、でん粉加工用であるばれいしょ

春植えであり、かつ、食品加工用であるばれいしょ

春植えであり、かつ、種子用であるばれいしょ

春植えであり、かつ、でん粉加工用、食品加工用及び種子用

以外の用途であるばれいしょ

秋植えであり、かつ、でん粉加工用であるばれいしょ

秋植えであり、かつ、食品加工用であるばれいしょ

秋植えであり、かつ、種子用であるばれいしょ

秋植えであり、かつ、でん粉加工用、食品加工用及び種子用

以外の用途であるばれいしょ

○　危険階級

　　同一の共済目的の種類（等）に属する作物であっても、当該都道府県の区域の中に、

　２以上の被害発生態様の異なる地域がある場合に、これに対応するために、危険階級を

　定めている。

〔畑作物基準共済掛金率等の概念図〕

　（例）いんげん

共済目的の種類 品種、栽培方法等に応じる区分

１類

２類

７類

８類

ばれいしょ

３類

４類

５類

６類

畑作物
一次共済掛金標準率（１Ｐ）

第１危険
階級(Ｐｉ１)

第２危険
階級(Ｐｉ２)

第３危険
階級(Ｐｉ３)

⇒１類

※　類区分のある共済目的の種類にあっては畑作物二次共済掛金標準率、類区分
　のない共済目的の種類にあっては畑作物一次共済掛金標準率である。

⇒

第４危険
階級(Ｐｉ４)

畑作物二次（又は一
次）共済掛金標準率
　　　　　　　　※

基準共済掛金率(Ｐｉｊ)

１類(２Ｐ１)２類(２Ｐ２)３類(２Ｐ３)

畑作物二次共済掛金標準率(２Ｐｉ)
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